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第第第第４４４４章章章章    社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員    

（（（（社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員のののの構成構成構成構成）））） 

第第第第 15151515条条条条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 

２２２２ 社会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行

う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。 

第第第第 16161616条条条条 削除 

（（（（社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員のののの職務職務職務職務）））） 

第第第第 17171717条条条条 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、左の

職務を行う。 

1．社会教育に関する諸計画を立案すること。 

2．定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べる

こと。 

3．前２号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。 

２２２２ 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることがで

きる。 

３３３３ 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関

する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助

言と指導を与えることができる。 

（（（（社会教育委員社会教育委員社会教育委員社会教育委員のののの定数等定数等定数等定数等）））） 

第第第第 18181818条条条条 社会教育委員の定数、任期その他必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定め

る。 

第第第第 19191919条条条条 削除    


